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平成23年（2011年）３月11日、未曾有の大災害が私たちを襲いました。東日本大震災は、我々
に大きな痛みとともに、災害対応に関する数多くの教訓を残し、この教訓はその後の様々な
施策に生かされてきました。この10年間にわたる警察の取組を概観するほか、今後の大規模
災害を見据えた警察の備えについて記述します。
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2

4
3新型コロナウイルス感染症

をめぐる警察の取組
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、様々な社
会情勢の変化をもたらしており、こうした変化を的
確に把握し、治安上の課題に適切に対応していく必
要があります。新型コロナウイルス感染症をめぐる
警察の取組等について概観するほか、デジタル社会
に向けた国民の利便性向上のための取組について記
述します。

37ページ

サイバー空間の安全の確保
サイバー空間は、全国民が参画し、重要な社会経済
活動が営まれる公共空間へと変貌を遂げており、そ
の安全安心の確保は、国民にとって安全安心なデジ
タル社会の実現のために必要不可欠なものとなって
います。サイバー空間の脅威の現状と警察の取組に
ついて概観するほか、警察の今後の取組について記
述します。

15ページ

クロスボウの規制に向けた
警察の取組
近年、クロスボウを使用した事件が相次いで発生し、
その規制の在り方が議論されています。警察の対応、
クロスボウの殺傷能力等について概観するとともに、
クロスボウによる犯罪を防止するための銃刀法の改
正の概要について記述します。
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	１	 東日本大震災の被害状況及び主な警察活動
（１）概要及び被害状況
平成23年（2011年）３月11日午後２時46分、三陸沖を震源とするモーメントマグニチュード9.0の

「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」（以下「東日本大震災」という。）が発生し、宮城県栗原市
では震度７を、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県の４県では震度６強をそれぞれ観測するなど、国内観
測史上最大規模の地震となった。この地震に伴って発生した高い津波は、東北地方の太平洋沿岸部をはじ
めとする各地を襲うとともに、福島第一原子力発電所における事故等を引き起こした。東日本大震災によ
る被害は、死者１万5,900人、行方不明者2,525人（令和３年（2021年）６月10日時点）等に上ってい
る。特に被害の大きかった岩手県、宮城県及び福島県の東北３県をはじめ、全国における避難者数は、発
災直後約47万人に上り、多くの被災者が避難所生活を強いられたほか、福島県では、原子力発電所にお
ける事故の影響を受け、福島第一及び第二原子力発電所の周辺住民等に対し避難指示等が発令された。な
お、令和２年３月までに、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示が解除された。
警察では、これまでに、広域緊急援助隊をはじめ、全国から延べ約142万人、１日当たり最大約4,800

人の職員を派遣するとともに、震災から10年が経過した現在も、仮設住宅での防犯活動、行方不明者の
捜索活動、帰還困難区域等における警戒・警ら活動等を継続して行っている。

行方不明者の捜索活動（平成23年、岩手） 行方不明者の捜索活動（令和２年、宮城）

（２）主な警察活動
❶避難誘導、救出救助及び捜索
被災地の各県警察では、地震発生直後から、海岸等に警

察官を派遣して津波情報に関する広報を行い、津波による
被害が発生する危険性の高い地域の住民等を高台へ避難さ
せるなど、迅速な避難誘導を実施した。
また、全国から派遣された広域緊急援助隊や機動隊が、

被災地の県警察と一体となって被災者の救出救助や行方不
明者の捜索を実施した。これらの活動に当たっては、災害
救助犬やエンジンカッター等の装備資機材を活用するとと
もに、津波により地上から接近できない現場が多かったこ
とから、警察用航空機（ヘリコプター）に機動隊員が同乗
し、被災者を吊り上げて救出した。この結果、警察は約
3,750人を救出救助した。

福島第一原子力発電所周辺における捜索活動
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❷原子力災害への対応
福島第一原子力発電所における事故等により、福島第一及

び第二原子力発電所の周辺住民等に対する避難指示や警戒区
域等の設定が行われたことから、警察では、住民の避難誘導
や自力避難が困難な病院、療養機関等の入院患者等の避難所
や病院への搬送を実施したほか、放射線量のモニタリング、
原子炉建屋への放水活動等を行った。
警戒区域や計画的避難区域が設定された後も、警察では、

引き続き検問や警戒・警ら活動、捜索活動等を行うとともに、
警戒区域内への一時立入りに際して、住民を乗せたバスの警
察車両による先導等の支援活動を実施した。
❸検視、身元確認等
犠牲者の遺体は、警察において検視等を行い、身元を確認

した上で遺族に引き渡した。特に多くの遺体が収容された岩
手県、宮城県及び福島県には、全国の都道府県警察から１日
当たり最大497人の広域緊急援助隊（刑事部隊）が派遣され、
医師や歯科医師の協力を得て、遺体の検視、身元確認等を
行った。
❹交通対策
警察では、地震発生日の翌日には、人命救助や緊急物資輸

送に必要な車両等の通行を確保するため、災害対策基本法に
基づき、東北自動車道等の一部区間等を緊急交通路に指定し
た。その後、高速道路の補修状況等に応じて、交通規制の実
施区間を順次縮小するなどし、平成23年３月24日には、主
要高速道路の交通規制を全面解除した。緊急交通路の指定に
伴い、警察では、通行に必要な緊急通行車両確認標章（注１）の
適切な交付を図り、交通規制の全面解除までに、合計16万
3,208枚の標章を交付した。
また、東京電力株式会社の管内において実施された計画停

電による信号機の滅灯（注２）対策として、信号機の滅灯が約２
万200か所に及んだ同年３月17日には、最大約3,100か所
で約7,300人の警察官が交通整理に従事した。
❺被災地における安全・安心の確保
被災地における違法行為の発生を抑止するとともに、地域

の安全・安心を確保するため、40都道府県警察では、「地域
警察特別派遣部隊」を編成して、地域警察官とパトカー（１
日当たり最大449人、210台）を岩手県、宮城県及び福島県
に派遣し、警戒・警ら活動を推進した。また、犯罪発生時に
おける初動捜査等を的確に行い、被災地における犯罪の取締
機能を回復・維持するため、11都道府県警察では、「特別機
動捜査派遣部隊」を編成して、警察官と捜査用車両（１日当
たり最大92人、23台）を派遣した。
さらに、避難所での生活が長期間にわたることから生じる

様々な問題を解消し、被災者の安全・安心を確保するため、
警察官等が避難所や仮設住宅を訪問して、被災者からの相談に対応するなどの被災者支援活動を行った。
こうした活動を実施するに当たり、皇宮警察及び44都道府県警察から警察官等（１日当たり最大115人）
を岩手県、宮城県及び福島県に派遣した。

警察車両による搬送の実施

検視等の実施状況

滅灯した信号機に係る交通対策

避難所で相談対応に当たる警察官

注１：災害対策基本法施行令第33条第２項に規定する、車両が災害応急対策に使用されるものであることを都道府県知事又は都道府県公安委員会
が確認したことを示す標章

２：信号が表示されない状態
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	２	 大規模災害発生時の対処能力の向上
警察では、東日本大震災及びその後に発生した災害への対応を踏まえ、全国から被災地に向けて迅速に

応援部隊を派遣するための即応能力の強化、発災後早期に被害状況を把握するための情報収集能力の強化、
災害発生時の警察業務の継続等のための警察活動の基盤確保等に取り組み、大規模災害発生時の対処能力
の向上を図ってきた。

（１）即応能力の強化
東日本大震災では、全国警察から過去最大規模の部隊派遣を行い、救出救助活動のほか、検視・身元確

認、各種交通対策、避難所等での相談対応、被災地の警戒・警ら活動等、長期間かつ多岐にわたる警察活
動を実施した。大規模災害対応では、全国の警察力をいかに迅速かつ的確に被災地に展開するかが重要で
あることから、部隊派遣のための体制整備や事前計画の策定を進めているほか、装備資機材の整備や訓練
の充実、民間事業者との災害時協力協定の締結等により、災害発生時の即応能力の強化に取り組んでいる。
❶被災地への迅速な部隊派遣を行うための体制整備
東日本大震災では、津波や原子力災

害等に対応するため、全国警察から長
期間にわたり大規模な部隊派遣を行う
こととなった。この経験を踏まえ、平
成24年５月、大規模災害発生時に全国
から直ちに被災地へ派遣する即応部隊
の体制を最大１万人体制まで拡充する
とともに、災害の種類や規模を問わず、
幅広く対応できる体制を構築するため、
災害対応が長期化する場合に派遣する
一般部隊を新たに設置し、両部隊から
成る警察災害派遣隊を新設した。
また、平成29年３月には、極めて高度な救出救助能力を必要とする災害現場において活動する部隊で

ある特別救助班（P－REX）（注１）を４府県警察（注２）の広域緊急援助隊にも新たに設置し、現在16都道府県
警察約240人体制で運用している。
こうした取組を通じ、災害発生時に救出救助部隊等を広域的に運用するための体制の強化を進めている。

「県民のためのスペシャリストを目指して」 
（前　宮城県警察本部警備部機動隊　橋本学巡査部長）MEMO

平成23年３月11日午後２時46分、当時大学生であった私は福島
県にいました。激しい揺れに身体の自由を奪われながらも室内から脱出
すると、周囲には大津波警報を知らせるサイレンが鳴り響いていました。
心の底から恐怖を感じたことを覚えています。津波により全てを破壊さ
れ、以前の姿が思い出せないほど変わり果てた景色の中で、私の目を
引いたのは、雪の降る中、水色と黄色の制服（広域緊急援助隊）を泥
だらけにしながら地面にはいつくばって捜索する警察官の姿でした。私
は、それが、自身も被災者である宮城県警察の警察官であると知り、
その姿に憧れを抱き、警察官を志すことにしました。震災当時の感動を胸に日々の訓練に励み、現在は宮城県
警察の特別救助班の一員として、各種災害で救出救助活動に従事しています。部隊の練度不足等により救え
る命が失われることや、要救助者に不安を与えることがないよう「救助部隊の都合を押し付けない」を目標に、
災害時に一人でも多くの命を救うことができるように訓練を続け、災害救助のスペシャリストを目指します。

図表特１－１　�警察災害派遣隊の構成
即 応 部 隊

警備部隊 交通部隊 刑事部隊

被災者の救出救助 緊急交通路の確保 検視・身元確認等

約2,600 約1,500

広域警察航空隊 緊急災害警備隊

約3,000

機動警察通信隊

約1,500

約1,100約500

広域緊急援助隊

一 般 部 隊
特別交通部隊 特別自動車警ら部隊特別警備部隊

特別生活安全部隊 支援対策部隊

捜索、警戒警ら 交通整理・規制 パトロール

相談対応

身元確認支援部隊

身元確認の資料収集
情報通信支援部隊
警察通信施設の復旧

補給・受援対策

特別機動捜査部隊

初動捜査

注１：Police Team of Rescue Expertsの略。平成16年の新潟県中越地震を踏まえ12都道府県警察（北海道警察、宮城県警察、警視庁、埼玉県
警察、神奈川県警察、静岡県警察、愛知県警察、大阪府警察、兵庫県警察、広島県警察、香川県警察及び福岡県警察）に約200人体制で設置
された。

２：千葉県警察、新潟県警察、京都府警察及び沖縄県警察
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❷大規模災害等に備えた各種計画の策定
東日本大震災時の福島第一原子力発電所における

事故を受け、平成24年９月に政府の防災基本計画
の修正等が行われ、原子力災害対策を重点的に実施
すべき区域が拡大されたことなどを踏まえ、平成25
年１月、警察庁においても国家公安委員会・警察庁
防災業務計画の修正を行い、原子力災害警備計画を
策定すべき都道府県警察を拡大するなどした。これ
を受け、原子力災害対策重点区域（注１）を管轄する道
府県警察本部及び警察署では、事故発生時の避難経
路や避難施設、交通規制箇所等を定めた原子力災害
警備計画を策定するとともに、自治体や原子力事業
者等と原子力防災訓練を実施するなど緊密に連携し
ている。
このほか、警察庁では、令和３年２月、首都直下地震発生時における警察災害派遣隊の即応部隊の派遣

計画を策定し、警察庁や首都圏の１都３県警察との連絡が途絶した場合には、応援派遣を行う各道府県警
察があらかじめ定められた進出拠点に自律的に部隊を出動させることなどを定めた。
また、東日本大震災時の緊急交通路の指定や確認標章の交付等の対応を踏まえ、今後の大規模災害発生

時において人命救助や緊急物資輸送に必要な車両の通行をより迅速に確保することができるよう、平成24
年、都道府県公安委員会が行うべき緊急通行車両の確認事務等の要領について定めた。さらに、首都直下
地震や南海トラフ地震発生時において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、あらか
じめ緊急交通路指定予定路線等を定めた交通規制計画を策定するとともに、関係機関・団体と連携して、
同計画に基づく交通規制訓練を実施している。

風水害における交通対策タイムラインMEMO

近年、風水害が激甚化・頻発化していることを踏まえ、警察庁では、大規模な信号機の滅灯事案への対策
等の風水害に備えた各種交通対策を取りまとめ、これらの対策を時系列で構成した「風水害における交通対策
タイムライン」を策定し、警察庁と都道府県警察が各時点で何をすべきかの共通認識を持って事態対処に当た
ることにより、交通対策を迅速かつ確実に実施することとしている。

❸救出救助能力向上のための装備資機材の整備・訓練の充実
警察では、倒壊家屋や水没エリア等、災害時における様々な環境下での部隊活動を想定し、災害警備活

動の訓練に特化した訓練施設を整備するなど、救出救助能力向上のための取組を進めている。
また、近年、豪雨等による

土砂災害等が頻発しているこ
とから、警察庁では、サー
フェスドライスーツ（注２）、水
難救助セット等の警察官の安
全確保に資する装備資機材や、
ベルトコンベアーや小型バッ
クホウ（注３）等の効果的な救出
救助のための装備資機材を整
備するなどの土砂災害及び水
害対策を講じている。

緊急交通路の確保訓練の状況

装備資機材を活用した訓練

注１：PAZ（Precautionary Action Zoneの略。原子力施設からおおむね半径５㎞の予防的防護措置を準備する区域）及びUPZ（Urgent 
Protective action Planning Zoneの略。原子力施設からおおむね半径30㎞の緊急防護措置を準備する区域）

２：水面又は雨天・荒天時における活動の際に、体温の保持、外傷の防止等、隊員の身体を保護するために着用する資機材
３：アーム先端のバケットで土砂を手前にすくい取る土木建設機械の一種
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防災・減災、国土強靱
じん

化のための３か年緊急対策・５か
年加速化対策

MEMO

警察庁では、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（注１）（以下「３か年緊急対策」という。）及び「防
災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（注２）（以下「５か年加速化対策」という。）を踏まえ、各種
装備資機材の充実・強化及び警察施設等の耐災害性の向上に取り組んでいる。

１　装備資機材の充実・強化
○　�救出救助活動や被災者の安全確保等のために

必要な装備資機材について、３か年緊急対策
として、救命ボート、バックホウ等を更新整備
した。さらに、５か年加速化対策では、警察
官が高所で作業するためのフルボディハーネス
等を更新整備することを目標としている。

○　�災害時に活動する警察用車両や警察用航空機
等について、３か年緊急対策として、車両約
3,800台、警察用航空機４機等を更新整備し
ている。さらに、５か年加速化対策では、車
両約１万9,000台の更新整備等を目標としている。

２　警察施設等の耐災害性の向上
○　�災害発生時に警察活動の中核拠点となる都道府県警察本部や警察署について、３か年緊急対策等として

警察署の耐震補強をするなどして、耐震化率（注３）96.5%を達成した。さらに、５か年加速化対策では、耐
震化率を98.0％に高めるとともに、水害時の警察署の機能維持に必要な発動発電機を整備することを目
標としている。

○　�避難誘導や救出救助のために必要不可欠な警察情報通信のための各種設備等について、３か年緊急対策
として、47都道府県警察の警察無線通信システムの整備等を実施した。さらに、５か年加速化対策では、
老朽化した無線中継所11か所等の更新整備・改修を実施することを目標としている。

○　�避難路や緊急交通路の確保に必要な信号機等の交通安全施設について、３か年緊急対策として、大規模
停電に備えた信号機電源付加装置を約1,000台更新・整備した。さらに、５か年加速化対策では、老朽
化した信号機約４万5,000基の更新整備及び信号機電源付加装置約2,000台の整備を目標としている。

デジタル映像モバイル伝送システムを用いた被災状況の撮影・伝送警察用車両による被災地の警戒活動

救命ボートによる救出救助

注１：平成30年12月14日閣議決定。平成 30 年７月豪雨、平成 30 年北海道胆振東部地震等の様々な自然災害を受け、平成30年度から令和２年
度までの３か年で実施された。

２：令和２年12月11日閣議決定。「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」等の分野について、取組の更なる加速化・深化を図る
ため、令和３年度から令和７年度までの５か年で実施することとされた。

３：各都道府県が定める耐震基準を満たすものの割合
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各種検知資機材の配備MEMO

東日本大震災時の福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、様々な環境下での部隊活動を想定し、原子力災
害警備のための個人被ばく線量計や空間線量測定用サーベイメータを増強配備したほか、平成26年の御嶽山
噴火災害を受けて、火山性ガスを検知するための資機材を配備した。

災害警備訓練の充実MEMO

警察庁では、大規模な地震や豪雨等による土砂
災害等、我が国における災害の特性を踏まえ、より
災害現場に即した環境下で体系的・段階的な救出
救助訓練を実施するための災害警備訓練施設を整
備しており、平成28年には近畿管区警察局災害警
備訓練施設、平成30年には警視庁・東日本災害警
備訓練施設の運用がそれぞれ開始された。
これら施設において、広域緊急援助隊等は、建
物の様々な倒壊状況を再現できる可変式訓練ユニッ
トや、浸水域対応訓練ゾーン等を用いた実戦的訓
練を実施している。
また、近年の大規模な豪雨やこれに伴う土砂災害
等の発生を受け、各警察署においても、捜索・救
助のための訓練の強化に取り組んでいる。

警視庁・東日本災害警備訓練施設における広域緊急援助隊の訓練

❹警察活動を迅速に行うための関係機関や民間事業者との連携
警察では、東日本大震災の対応において得られた

教訓を踏まえ、平成23年以降、各都道府県警察にお
いて、大規模な被害が生じた場合に建物の損壊等に
より検視・遺体安置場所の確保に支障が生じること
がないよう、自治体と連携し、市町村ごとに複数の
施設を災害時の検視・遺体安置所として指定するこ
ととしており、令和３年４月１日現在、全国で4,915
か所を指定している。
また、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日

本歯科医師会及び特定非営利活動法人日本法医学会
との間で、大規模災害等における協力に関する協定
をそれぞれ締結し、医師、歯科医師及び法医学専門
家を被災地へ速やかに派遣できるよう協力体制を確
保するとともに、自治体や各都道府県の医師会、歯科医師会等と被害想定を踏まえた合同訓練等を実施す
るなどして相互の連携強化に努めている。
そのほか、各都道府県警察において、民間事業者との間で、災害発生時の道路上の障害物の除去作業、

海路での部隊員や装備資機材の輸送、発電機や大型投光器の貸与等についての協力協定を締結しているほ
か、災害発生時の行方不明者の捜索に際して、民間事業者が保有する無人航空機（ドローン）を活用する
枠組みの構築を進めるなど、平時と異なる環境にある被災地において、警察活動をできる限り円滑に行う
ため、関係機関や民間事業者の支援を得るための取組を進めている。

歯科医師との合同訓練状況（遺体は模擬）
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遺体の身元特定に向けた取組MEMO

東日本大震災の際に収容された遺体は、津波に飲み込まれたために居住地等から相当離れた場所で発見さ
れたり、所持品等が失われたりしているケースや、家族全員が罹

り
災し、家族による遺体確認が困難とみられるケー

スも多く、身元確認が難航した。平成23年４月に宮城県の海上において発見された身元不明遺体は、警察に
よる９年余りの調査を経て、令和２年11月に身元が判明し、遺族のもとに返されるなど、遺体の身元確認作
業は今も続いている。

民間事業者との協定の締結MEMO

富山県警察では、大規模災害発生時に大型重機等やオ
ペレーターの貸与協力を得られるよう、廃材等を集積・
リサイクルする事業者と協定を締結し、同協定に基づい
て大型重機を活用した実戦的な訓練も実施している。

重機を使用した訓練

（２）情報収集能力の強化
東日本大震災では、発災直後から全国の警察用航空機を被災地に派遣し、浸水や瓦

がれ き
礫により陸路での移

動が困難な地域等において、上空から被災状況を把握するとともに、映像を首相官邸等にリアルタイムで
伝送するなどし、関係機関と情報共有を行った。
大規模災害対応では、発災直後の被害規模の把握が重要であることから、そのために必要不可欠な警察

用航空機の活動能力を強化しているほか、人の立入りが困難な被災箇所の状況を確認するための装備資機
材の整備、ICTの活用や民間事業者との連携等による情報収集能力の強化に取り組んでいる。
❶警察用航空機による被害規模の早期把握
警察用航空機は、近年発生している大規模災害等

に際し、全国から被災地に派遣され、被災状況の把
握に重要な役割を果たしている。警察では、警察用
航空機による情報収集能力の向上を図るため、夜間
飛行訓練を強化しているほか、夜間の飛行において
操縦士の視覚を補助する夜間微光暗視システムを順
次導入している。また、令和３年度からは、悪天候
等で有視界飛行ができない環境下での活動（計器飛
行）に関する能力向上のための新たな訓練を導入予
定である。
さらに、夜間や悪天候下における被災状況の撮影

能力の向上を図るため、後席乗務員が撮影する可搬
型超高感度カメラや、霧やもやの影響を受けること
なく撮影可能な短波赤外線カメラを順次導入してい
る。

可搬型超高感度カメラの訓練（青森）
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❷情報収集のための装備資機材の整備
警察では、浸水や瓦礫により人が立ち入ることが

できない被災箇所の状況を把握するため、小型水中
捜索システム、伸縮式画像探索装置（注１）、小型ビデ
オスコープ等の整備を進めている。また、無人航空
機（ドローン）を用いて上空から被災状況等を撮影
し、警察本部等にリアルタイムで伝送する無人航空
機型映像撮影伝送システム等（注２）や、スマートフォ
ン型のデータ端末等を用い、災害現場で活動する警
察官が撮影した映像等を警察本部等にリアルタイム
で伝送することができる高度警察情報通信基盤シス
テム（PⅢ）（注３）を導入するなど、災害現場からの情
報を迅速に収集・集約するためのシステムの活用を
進めている。

❸国民や民間事業者から提供される情報の活用
令和４年度内に、110番通報者からの現場映像の

送信を可能とするシステムの運用を全国警察で開始
する予定であるなど、災害発生時に国民や民間事業
者から提供される情報を救出救助活動等に効果的に
活用するための取組（注４）を進めている。

プローブ情報（注５）の活用MEMO

警察庁では、東日本大震災の対応において得られた教訓を踏まえ、平成27年からプローブ情報を活用した
プローブ情報処理システム（令和３年３月に広域交通管制システムに統合）の運用を開始した。同システムは、
大規模災害発生時に、警察が常時収集しているプローブ情報に加え、民間事業者からもプローブ情報の提供
を受けて通行実績情報を生成することができ、同情報を基に、どの道路が通行可能であるかどうかを把握する
ことが可能になるものである。これにより、迅速・的確な交通対策を実施し、災害応急対策関係車両の円滑な
通行を確保するとともに、避難路や迂回路に関する情報を国民にいち早く提供することが可能となっている。
令和２年７月豪雨では、同システムを活用して道路状況を把握し、被災現場への警察官の派遣や信号表示
の調整等を実施することで、交通渋滞の解消を図った。

伸縮式画像探索装置を活用した訓練

図表特１－２　�110番映像通報システム

110番映像通報
システム

事件・事故等

音声による110番通報だけでは把握が難しい
現場の詳細な状況を視覚的に把握可能！

通信指令室

①110番通報

映像を共有して
迅速な指令に活用

④映像送信

③撮影110

通報者

②映像送信依頼

110番通報を受理した際、通報者から映像等を送信してもらうことにより、警
察官が現場に向かう前に現場の情報収集を行うことが可能となり、各種対応に
当たっての対人接触時間の減少に加え、より迅速かつ的確な判断・対応が可能
となる。

注１：瓦礫の隙間から差し込み、倒壊した建物内の閉鎖空間に閉じ込められるなどした要救助者の状況及び位置を、映像により確認するための資機材
２：令和２年７月豪雨における無人航空機型映像撮影伝送システム等の運用状況については55頁（トピックスⅢ）を参照
３：Police Integrated Info-communication Infrastructureの略。画像・映像伝送機能、グループ通信機能等を利用できるほか、訪日外国人と

の円滑な意思疎通を支援するため、多言語翻訳機能を導入している。各機能については218頁（第６章）を参照
４：令和２年度から運用を開始した災害情報投稿サイトについては208頁（第５章）を参照
５：カーナビゲーションに蓄積された走行履歴情報
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（３）災害発生時の警察活動の基盤確保等
東日本大震災では、警察施設の損壊やライフラインの途絶等により発災直後の警察活動に支障が生じた

ことを踏まえ、施設の耐災害性の向上や、民間事業者との連携等による警察活動の基盤確保に取り組んで
いる。
また、東日本大震災では、避難誘導中に津波に飲み込まれるなどして30人の警察官が殉職したことを

踏まえ、災害発生時の避難誘導に際して留意すべき事項をあらかじめ具体的に定めるなど、災害対応時の
安全確保の徹底に取り組んでいる。
❶警察活動基盤の耐災害性の向上
警察では、災害発生時の活動拠点とな

る警察施設について耐震化をはじめとす
る耐災害性の向上を進めているほか、非
常用電源車の整備や耐震強度不足の無線
中継所及び老朽化した非常用電源設備の
更新整備・改修等を行い、その高機能化
及び堅牢化を推進している。
また、東日本大震災では、交通安全施

設の柱の損壊、機器の水没等の被害が発
生したことに加え、東京電力株式会社の
管内においては、計画停電が実施された
ことにより、多数の信号機が滅灯した。
こうした教訓を踏まえ、災害発生時の信
号機の滅灯による道路交通の混乱を防止
するため、各都道府県の主要幹線道路や
災害応急対策の拠点に連絡する道路等へ
の信号機電源付加装置や可搬式発動発電機の整備を推進している。

警察施設の浸水対策MEMO

近年の風水害でも、九州を中心に複数の交番・駐在所等の警察施設が浸水等の被害に遭っており、警察施
設の浸水対策の必要性が浮き彫りとなった。
こうした中、庁舎の所在地を含む管轄地域のほぼ全てが海抜ゼロメートル地帯である愛知県蟹江警察署の新
庁舎（令和元年10月完成）は、浸水対策として、１階の床面を同署周辺の道路より1.6メートル高くした上で、
１階の倉庫付近から救出救助用ボートの出入りが可能な構造とするなど、災害時における災害対応の拠点とし
ての機能の維持を図っている。また、執務スペースを２階以上に配置したほか、庁舎内駐車場の出入口に止
水機能付きシャッターを設置し、被災後も迅速に通常業務を再開できるようにするなど、耐災害性を向上させ
るための工夫をしている。

図表特１－３　愛知県蟹江警察署の浸水対策

救出救助用ボートの搬出周辺道路より高い床面と２階以上の執務スペース

非常用電源車から無線中継所への電源供給訓練
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❷災害発生時の殉職事案を踏まえた対策
警察庁では、平成24年３月、国家公安委員会・警察庁防災業務計画を修正し、各都道府県警察におい

て、警察職員の安全を確保しつつ避難誘導を行うための活動要領に関する規定を新設した。これを受け、
津波被害の可能性がある都道府県警察本部及び警察署においては、警察官が避難誘導のために配置につく
場所や津波到達時までに警察官自身が避難すべき場所をあらかじめ定めるとともに、避難のために必要な
移動時間を考慮し、津波到達予想時刻を踏まえて避難場所への移動を開始すべきタイミング等を示したマ
ニュアルを整備するなどの取組を推進した。また、避難誘導に従事する警察官の安全確保のため、沿岸地
域の警察署や交番等への救命胴衣、ゴムボート等の装備資機材の配備を進めたほか、これらを活用した災
害警備訓練を実施している。

CASE
南海トラフ地震による津波被害が懸念される三重県警察の沿岸部警察署では、「津波避難誘導計画」を策

定しており、津波到達が予想される場合には、警察官を主要交差点に配置して避難誘導を行うことや、津波
到達の10分前までに警察官自身も避難を完了することを定めている。

福島県双葉警察署の復興MEMO

福島第一原子力発電所が管内に所在する福島県双葉警察署は、同発電所の事故により、警察署機能の移転
を余儀なくされたことから、約50キロ離れた福島警察署川俣分庁舎の道場に警察署機能を移し、被災地の警戒・
警ら等各種警察活動を行った。
その後、平成24年10月、福島第一原子力発電所から20キロ圏内に位置する「道の駅ならは」に警察署
機能を移し、「双葉警察署臨時庁舎」として警察活動を行い、平成29年３月30日には、富岡町の避難指示
解除に先駆けて同町内の双葉警察署庁舎に警察署機能を戻した。

双葉警察署本署機能移転式「道の駅ならは」における双葉警察署臨時庁舎開所式

また、同署では、住民の避難誘導中に３人の署員
が殉職した。避難誘導中に津波に飲み込まれた警察車
両は、同署北側の公園に震災遺産として保全されてい
たが、現在は富岡町が建設するアーカイブ施設へ移転
するための準備作業が行われている。

被災した警察車両
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	３	 今後の大規模災害を見据えた更なる取組の強化
近年、豪雨等の自然災害が激甚化・頻発化しており、さらに、東日本大震災を超える甚大な被害が想定（注１）

される首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震の発生も切迫しているとされるほか、火山噴火をは
じめとする多様な災害にも備えなければならない。
今後は、東日本大震災の対応において得られた教訓を踏まえた災害対策を引き続き進めるとともに、大

規模な被害が生じ得る災害の発生を見据え、取組を更に強化していくこととしている。

首都直下地震における震度分布（注３）南海トラフ地震における震度分布（注２）

（１）全国警察の機動的展開能力の向上
全国の警察力を被災地へ迅速に展開し、救出救助活動を行うための取組を強化するため、令和３年２月、

警察用航空機を災害対応における警察機動力の中核として位置付け、機動隊を中心とする救出救助部隊と
の連携の下、その能力を最大限発揮させることを目的とした制度改正を行った。あわせて、全国警察の航
空隊を警備部門に移管し、災害対処等における指揮系統を統合することにより、救出救助部隊との連携強
化や災害発生時を想定した訓練の充実をより一層推進することとした。
また、大規模な災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、広域緊急援助隊や広域警察航空隊

を被害発生が予想される地域等に前もって待機させるなど、効果的な部隊運用を図っている。

図表特１－４　警察用航空機に関する制度改正の概要

警察航空隊の主たる任務の見直し

○ 令和３年度内を目途に、警察航空隊を各都道府県警察の地域部門から警備部門に移管する。

警察用航空機の運用等に関する規則の改正

警察航空隊の移管

警察庁長官

非常の事態の
発生・おそれ

被災都道府県警察

②派遣都道府県警察に対して派遣
の要請をすべきことを指示

③派遣を要請する
長官が相当と認める
都道府県警察

④派遣を行う

①派遣の準備、航空機の
前進待機等を指示

「警ら、遭難者の捜索救助及び警察業務の支援」従　来

改正後 主たる任務を「災害その他の場合における警備実施」と明記。

警察庁長官による指揮監督権の明確化

大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそ
れがある場合において、長官が、警察用航空機等の派遣に関し、
都道府県警察に対し指揮監督権を行使する。

警察庁長官は、一定の場合にのみ、所要の調整を行う。

警察庁長官による指揮監督の明確化

※警ら、遭難者の捜索救助等は引き続き実施する。

従　来

改正後

注１：中央防災会議の下に設置されたワーキンググループが算出した被害想定。同ワーキンググループによれば、首都直下地震では最大約２万
3,000人、南海トラフ地震では最大約32万3,000人の人的被害が想定されている。

２：「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第２次報告）」（平成24年８月）より抜粋。強震動生成域を、可能性がある範囲で最も陸域側（プレー
ト境界面の深い側）の場所に設定した想定であり、揺れによる被害が最も大きいとされる。

３：「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」（平成25年12月）より抜粋。被災量が最も大きい都心南部直下地震を想定したもの

13

警察白書 R3_0-1_特集1.indd   13警察白書 R3_0-1_特集1.indd   13 2021/06/24   10:00:422021/06/24   10:00:42



（２）ICT等先端技術の活用による部隊指揮・運用能力等の向上
警察では、ICTをはじ

めとする先端技術を最大
限活用し、部隊の指揮・
運用を効率的に行うため
の取組を強化している。
例えば、大規模災害発

生時には、被災地周辺に
おいて官民双方から多数
の航空機が飛行すること
となる。警察では、警察
用航空機にJAXA（注）が開
発した「災害救援航空機
情報共有ネットワーク
（D－NET）」システム
を導入し、災害発生時に、活動中の警察用航空機と災害警備本部との間で、現場の被災情報や航空機の飛
行情報等を衛星通信を介して電子地図上で共有し、災害警備本部からの指示等を瞬時に伝達するなど、各
航空部隊への任務付与を最適化するとともに、警察用航空機の安全な活動を確保するための取組を進めて
いる。

D－NETシステムにおける情報の表示（JAXA提供）

（３）危機管理体制の不断の見直し
警察では、これまで実施してきた災害対策のための取組を更に強化するだけではなく、災害や防災に関

する新たな知見を踏まえ、これまでの取組を不断に見直していくほか、災害に関する危機管理体制の点検
及び構築を日頃から継続的に推進することで、今後発生が懸念されるあらゆる大規模災害を見据え、災害
対処能力を一層向上していくこととしている。

注：Japan Aerospace Exploration Agency（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）の略

D－NETシステムを活用した訓練（JAXA提供）
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